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農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
抄
）

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
構
造
改
革
特
別
区
域
法
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条

削
除

別
表
第
十
七
号
中
「
地
方
公
共
団
体
又
は
農
地
保
有
合
理
化
法
人
に
よ
る
農
地
又
は
採
草
放
牧
地
の
特
定
法
人
へ
の
貸
付

け
事
業
」
を
「
削
除
」
に
改
め
る
。

（
構
造
改
革
特
別
区
域
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
四
条

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
以
下
「
旧
特
区
法
」
と
い

う
。
）
別
表
第
十
七
号
に
掲
げ
る
事
業
（
以
下
「
特
定
法
人
貸
付
事
業
」
と
い
う
。
）
の
実
施
に
よ
り
旧
特
区
法
第
二
十
七
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条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
法
人
（
以
下
「
特
定
法
人
」
と
い
う
。
）
の
た
め
に
使
用
貸
借
に
よ
る
権
利
又
は
賃
借
権
が
設

定
さ
れ
て
い
る
農
地
（
農
地
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
農
地
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
並
び
に
特
定
法
人
貸
付
事
業
の

実
施
主
体
（
旧
特
区
法
第
四
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
実
施
主
体
を
い
う
。
）
が
特
定
法
人
貸
付
事
業
の
用
に
供
す
べ
き

も
の
と
し
て
使
用
及
び
収
益
を
目
的
と
す
る
権
利
の
設
定
又
は
移
転
を
受
け
て
い
る
農
地
で
特
定
法
人
の
た
め
に
使
用
貸
借

に
よ
る
権
利
又
は
賃
借
権
が
設
定
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
旧
特
区
法
第
二
十
七
条
第
三
項
の
規
定
は
、
こ
の
法

律
の
施
行
後
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

２

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
特
定
法
人
貸
付
事
業
の
実
施
に
よ
り
特
定
法
人
の
た
め
に
賃
借
権
が
設
定
さ
れ
て
い
る
農
地

又
は
採
草
放
牧
地
（
農
地
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
採
草
放
牧
地
を
い
う
。
）
の
賃
貸
借
に
つ
い
て
は
、
旧
特
区
法
第

二
十
七
条
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。


